
以下の問題を読んで、その内容が正しければ、解答用紙の問題番号の左欄に○

を、誤っていれば、右欄に○を記入しなさい。 

 

問題１ 化学・生物兵器の開発等に転用の可能性が高い汎用品・技術及び専用

品・技術を規制対象としている国際輸出管理レジームは、オーストラリ

ア・グループ（ＡＧ）と呼ばれている。○ 

 

 

問題２ ＭＴＣＲは、大量破壊兵器を運搬する手段であるミサイル、無人航空

機及びそれらの関連汎用品・技術を規制対象にしている。○ 

 

 

問題３ ワッセナー・アレンジメント（ＷＡ）は、旧共産圏への輸出を規制し

ていたココムの解散後に発足したが、旧共産圏のロシアは参加していな

い。× 

 

 

問題４ 「武器輸出三原則」とは、日本が武器を「持たず」、「作らず」、「持込

ませず」とした国会の決議であり、全地域向けに武器の輸出を認めない

ことである。× 

 

 

問題５ 輸出令別表第３に掲げる地域は、国連安保理決議に基づき規定されて

いる。× 

 

 

問題６ 不拡散型輸出管理で重要なポイントは、用途、需要者のチェックであ

る。○ 

 

 

問題７ 「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例について」 

にあるリスト記載の貨物を輸出することは禁止されている。× 

 

 

問題８ 個別輸出許可の有効期限は、経済産業大臣によって特に必要があると

認められた場合を除き、許可の日から原則３ヶ月である。× 



問題９ 包括輸出許可が失効した場合でも、個別輸出許可を申請し、許可を受 

ければ輸出は可能である。○ 

 

 

問題１０ 輸出令別表第４に掲げる地域以外でも、一般包括許可が全く使用で

きない地域がある。○ 

 

 

問題１１ 個別許可の申請窓口は、貨物・技術の種類、仕向地・提供地に関係

なく一般包括許可の申請窓口と同じである。× 

 

 

問題１２ 日本の政府開発援助（ＯＤＡ）に基づき行われる貨物の輸出につい

ては、外務省などが関与しているので、リスト規制該当貨物であっても、

常に輸出許可が不要である。× 

 

 

問題１３ 輸出管理のための社内規程の作成にあたっては、必要事項を網羅し、

かつ、自社の業務内容に即した実効的な規則となるよう留意しなけれ

ばならない。○ 

 

 

問題１４ 該非判定を正しく行うためには、技術内容と法令に精通した者が行

い、その判定結果について判定誤りや判定漏れ等がないかを他の者が

確認するのが望ましい。○ 

 

 

問題１５ 該非判定書の様式は法令で定められている。判定に際しては法令で

定められた所定の様式を必ず使用し、輸出者自ら作成することは禁じら

れている。× 

 

 

問題１６ 海外営業部門のような輸出に直接係わっている部門は、輸出に関す

る知識を有するとともに輸出行為の主体となる部門であるので、企業の

輸出管理を統括する組織は、海外営業担当の取締役の下に置くことが望

ましい。× 



問題１７ 該非判定は、日本国内で製造された貨物と技術についてのみ行えば

よい。外国で製造された貨物や技術は、日本に輸入され、再び外国に輸

出・提供する場合であっても、輸出令別表第１や外為令別表では規制さ

れていないので、該非判定は不要である。× 

 

 

問題１８ 外為法で規制されている貨物・技術の輸出に関する文書を保管する

目的は、内部監査だけのためである。× 

 

 

問題１９ 輸出管理教育は定期的・継続的に行う必要がある。そのためには、

教育目的、教育内容、実施責任者、スケジュール等を制度化し、業務

内容に即した教育計画、講師育成、テキスト作成などの整備を図るこ

とが望ましい。○ 

 

 

問題２０ わが国の安全保障輸出管理は、リスト規制とキャッチオール規制の

２通りの方法で規制が行われている。○ 

 

 

問題２１ 原子力供給国会合（ＮＳＧ）は、インドの核実験を契機に設立され

た。○ 

 

 

問題２２ 東京の貿易会社甲商事は、アメリカのソフトメーカーＡ社から外為

令別表の９の項に該当する通信用暗号ソフトαが入ったＣＤ－ＲＯＭ１

００セットを輸入したが、ソフトの一部に重大な欠陥があったので、全

品返却することになった。この場合、通信用暗号ソフトαは、もともと

アメリカのソフトメーカーＡ社のものであり、単に返品するだけなので、

役務取引許可は不要である。なお、この通信用暗号ソフトαは、使用に

際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されていな

い。× 

 

 

問題２３ リスト規制に該当する貨物が大量破壊兵器等の開発等のために用い

られる疑いがある場合は、一般包括許可を使用して輸出令別表第３の



地域（ホワイト国）向けに輸出する場合であっても経済産業省への事

前届出が必要である。○ 

 

 

問題２４ 輸出令別表第１の３の項に該当するポンプ１台（価額４万円）を英

国に輸出しようする場合、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要

である。× 

 

 

問題２５ 横浜の甲貿易会社の海外営業部の乙は、化学品Ａ（１００キログラ

ム）が輸出令別表第１の３の項に該当することを購入先のメーカーか

ら知らされていなかったので、輸出許可を取得しないで発注先のシン

ガポールにある甲の子会社に化学品Ａを輸出してしまった。このよう

な場合、乙は、化学品Ａが輸出令別表第１の３の項に該当することを

知らなかったので、甲貿易会社は、外為法違反に問われることはない。 

× 
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